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五
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二
日
付
け
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県
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登
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公
告
（
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発
行
為
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完
了
）
中
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正
…
…
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二

○
教
育
委
員
会
規
則

　

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会　

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

　
　
　
大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
四
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
の
職
業
」
を
「
が

個
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
職
業
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
、
同
項
第

五
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
、
同
項
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
及
び
同
条
第

二
項
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

第
十
条
第
一
項
第
五
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
現
状
の
変
更
」
を
「
現
状
変
更
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号

中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
る
。

　

第
十
七
条
第
四
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
、
同
条
第
九
号
中
「
き
損
し
た
」
を
「
毀

損
し
た
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
現
状
の
変
更
」
を
「
現
状
変
更
」
に
改
め
、
同
項
第
六

号
中
「
氏
名
」
の
下
に
「
又
は
名
称
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

     　

 

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
二
百
十
九
号

　

大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
第
九
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
希
少
野
生
動
植
物
を
指
定
希
少
野
生
動
植
物
と
し
て
指
定
す
る
予
定
で
あ

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
指
定
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
対
し
、
当

該
指
定
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

指
定
す
る
希
少
野
生
動
植
物 

　
　

ウ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
（
ラ
ン
科
）

　
　

セ
ッ
コ
ク
（
ラ
ン
科
）

　
　

ヤ
マ
シ
ャ
ク
ヤ
ク
（
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
科
）

　
　

ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
（
ブ
ッ
ポ
ウ
ソ
ウ
科
）

　
　

カ
ス
ミ
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
（
サ
ン
シ
ョ
ウ
ウ
オ
科
）

　
　

オ
オ
ル
リ
シ
ジ
ミ
（
シ
ジ
ミ
チ
ョ
ウ
科
）

　
　

ウ
ブ
ギ
セ
ル
ガ
イ
（
キ
セ
ル
ガ
イ
科
）

二　

指
定
の
理
由

　

 　

個
体
の
生
育
又
は
生
息
環
境
の
著
し
い
悪
化
等
に
よ
り
そ
の
種
の
存
続
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ



平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日

二

大
分
県
報
（
告
示
・
正
誤
）

り
、
特
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
た
め
。

三　

指
定
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　

１　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
自
然
保
護
推
進
室

　

２　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
号

　

大
分
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
第
九
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
希
少
野
生
動
植
物
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ

り
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
の
解
除
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
指
定
の
解
除
案
に
つ
い
て
意
見
の
あ
る
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
対

し
、
当
該
解
除
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

指
定
を
解
除
す
る
希
少
野
生
動
植
物

　
　

ク
ロ
シ
ジ
ミ
（
シ
ジ
ミ
チ
ョ
ウ
科
）

二　

指
定
の
解
除
の
理
由

　

 　

大
分
県
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
見
直
し
調
査
及
び
情
報
確
認
の
結
果
、
個
体
数
の
減
少
や
生
息
地
の
著

し
い
悪
化
等
は
な
く
、
分
布
域
は
県
下
広
域
で
あ
る
た
め
。

三　

指
定
の
解
除
案
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

　

１　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
自
然
保
護
推
進
室

　

２　

縦
覧
期
間

　
　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日
か
ら
同
年
五
月
七
日
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

解
除
予
定
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

 　

津
久
見
市
大
字
四
浦
字
落
ノ
浦
三
六
七
一
番
二
・
三
六
七
六
番
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

鉱
業
用
地
と
す
る
た
め

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
中
部
振
興
局

並
び
に
津
久
見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

○
正
　
　
　
　
　
誤

　

平
成
三
十
年
五
月
二
十
二
日
付
け
大
分
県
報
第
二
九
八
五
号
に
登
載
の
公
告
（
開
発
行
為
の
完
了
）
中
の

訂
正

ペ
ー
ジ

段 

行

誤

正

五

上
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